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１. 市民相談開催状況 

（1）市民相談で行われている相談 

 

※１ 令和３年度まで「労働相談」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相　談　日 相　談　員　・　担　当　者 時　　　　　間

月曜日～金曜日
（祝日を除く）

市 民 相 談 担 当 職 員

午前8時30分～午後5時15分
(～R6.9.26）

午前8時30分～午後5時15分
（R6.9.27～）

法  律  相  談

（多重債務含む）

毎月第1・4・5
月曜日
毎月第1・2・3・4
火曜日
毎月第3土曜日

東京三弁護士会多摩支部法律
相談センター所属弁護士

月曜日 午後1時30分～午後4時
火曜日 午前9時30分～午後4時
土曜日 午前9時30分～午後4時

交 通 事 故 相 談 毎月第2金曜日
日弁連交通事故相談センター

　東京支部所属弁護士
午後1時30分～午後4時

行  政  相  談 毎月第1金曜日 行 政 相 談 委 員 午後1時30分～午後4時

登  記  相  談 毎月第1木曜日
東京司法書士会
　　　　　　　多摩支部会員

午後1時30分～午後4時

税  務  相  談 毎月第4水曜日
東京税理士会
　　　　　　　日野支部会員

午前9時30分～午後4時
(ただし、2月を除く)

不 動 産 相 談 毎月第3水曜日
東京都宅地建物取引業協会
　　　　　　南多摩支部会員

午後1時30分～午後4時

相続・遺言等暮らしの
書 類 作 成 相 談

毎月第1金曜日
　　第3木曜日

東京都行政書士会
　　　　　　八王子支部会員

午後1時30分～午後4時

年金・社会保険・労務
※1

毎月第3金曜日
東京都社会保険労務士会
　　　　　　　多摩支部会員

午後1時30分～午後4時

内　　　　　　容

市 政 一 般 相 談

特
　
　
別
　
　
相
　
　
談
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２. 特別相談 

（1）特別相談利用状況（総合市民相談を含む） 

 

 

※１ 令和３年度まで「労働」 

※２ コロナウイルス感染拡大防止の観点から来場者の集中を避けるため、実施しませんでし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

相談回数 相談枠数 相談件数 相談回数 相談枠数 相談件数

―

市政
※2

― ― ― ― ―

交通事故 11 44 21 1 4 3 24 50%

1 4 0

充足率

法律 88 647 597 1 8 8 605

　　　　　　　　 種別

相談名

特別相談     総合市民相談（R6.10.10）
合計

相談件数

92%

12 11 58 92%

1 8 8 107

行政 11 44 0 0%

登記 11 51 47 1

税務 10 100 99 99%

0

年金・社会保険・労務
※1

88%4 3 42

1 8 5 81 81%

不動産 11 44 39 1

相続・遺言等暮らしの
書類作成

23 92 76

54%

84%8 52 41

11

943合計 176

職業
※2

444 23 3

1,066 902

26

― ―

1

― ―
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【年度別件数 推移】          （単位：件）     

 

（２）法律相談                               

市民の日常に生じる法律的な問題に、弁護士が相談に応じています。 

令和６年度の法律相談件数は、５９７件で、前年より１０件減少しました。 

内容別の主なものとして、相続関係２６３件（４４％）、その他６４件（１１％）、離婚

５５件（９％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

508 587 511 607 597

508

587

511

607 597

450

500

550

600

650

R2 R3 R4 R5 R6

法 律

（多重債務含む）

64

2

2

1

8

4

5

5

5

9

27

18

10

13

26

43

37

55

263

0 50 100 150 200 250 300

その他

保 証

交通事故

慰謝料

土地家屋売買

登 記

贈 与

遺 言

訴訟手続

労 働

契 約

損害賠償

金銭貸借

婚姻・親子

債 務

相隣関係

土地家屋賃貸借

離 婚

相 続

法律相談内容別件数
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【年度別件数 推移】         （単位：件）     

 

【年度別件数 推移】         （単位：件）     

 

（３）人権身の上相談 

 令和３年度より本事業は平和と人権課へ移管されました。 

 

 

 

（4）交通事故相談 

交通事故の被害者または加害者の損害賠償問題、示談の方法、保険の手続きなど、交通

事故に関する問題について、弁護士が相談に応じています。 

令和６年度の交通事故相談件数は２１件で、前年より１件減少しました。 

内容別の主なものとして、初期一般１０件（４８％）、賠償額４件（１９％）、その他４

件（１９％）の順となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

0

Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

17 12 11 22 21

17

12 11

22 21

0

5

10

15

20

25

Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

交通事故

4

0

1

1

1

4

10

0 2 4 6 8 10 12

その他

賠償責任者

調停・訴訟

過失相殺

示 談

賠償額

初期一般相談

交通事故相談内容別件数
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【年度別件数 推移】         （単位：件）     

 

（5）行政相談 

総務省から委嘱された 4 名の行政相談委員が交替で相談にあたっており、官公庁に対す

る要望・意見などの相談に応じています。 

令和６年度の行政相談件数は０件でした。 

 

 

 

 

【行政相談委員の活動】 

・くらしと行政「総合市民相談」（行政相談月間中実施） 

・日野市産業まつり特設会場での相談 

 

【行政相談委員一覧】（令和７年 3 月 31 日現在） 

氏    名 

石 川 ちづ子 

佐 野 榮 一 

川 久 保 紀 子 

堀 田 憲 司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ2 Ｒ３ R4 R5 R6

0 0 1 0 0

0 0

1

0 0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Ｒ2 Ｒ３ R4 R5 R6

行 政
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【年度別件数 推移】         （単位：件）     

 

（6）登記相談 

建物の新築、土地・建物の売買や相続・贈与、会社の設立や変更など不動産の権利に関

する登記や法人登記について、司法書士が相談に応じています。 

令和６年度の登記相談件数は４７件で、前年より３件増加しました。 

内容別の主なものとして、相続３８件（８１％）、表示４件（９％）、贈与・売買が各２

件（各４％）、の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

28 49 42 44 47

28

49
42 44 47

0

10

20

30

40

50

60

Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

登 記

0

0

0

0

0

0

4

1

2

2

38

0 10 20 30 40

その他

抵当権

マンション

訟 務

商業登記

抹 消

表 示

登記全般

売 買

贈 与

相 続

登記相談内容別件数
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【年度別件数 推移】         （単位：件）     

 

（7）税務相談 

不動産の売買、遺産の相続や贈与の税金、所得税の控除など税金全般について税理士が

相談に応じています。 

令和６年度の税務相談件数は９９件で、前年より１件減少しました。 

内容別の主なものとして、相続税３５件（３５％）、譲渡所得税２３件（２３％）、その他

（所得税）１４件（１４％）の順となっています。 

 

 

 

 

 
 

Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

69 90 96 100 99

69
90 96 100 99

0

50

100

150

Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

税 務

0

0

0

0

1

0

0

11

35

14

0

8

3

4

23

0 10 20 30 40

その他（市税）

固定資産税

市 民 税

その他（都税）

不動産所得税

事 業 税

法 人 税

贈 与 税

相 続 税

その他（所得税）

一時所得税

給与所得税

資産所得税

事業所得税

譲渡所得税

税務相談内容別件数
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【年度別件数 推移】         （単位：件）     

 

【年度別件数 推移】         （単位：件）     

 

（8）不動産相談 

不動産の売買や賃貸借など不動産に関する問題について、宅地建物取引士が相談に応じ

ています。 

令和６年度の不動産相談件数は３９件で、前年より２件増加しました。 

 

 

 

 

 

（9）相続・遺言等暮らしの書類作成相談 

 相続・遺言、許認可手続きなどの書類作成について、行政書士が相談に応じています。 

令和６年度の相続・遺言等暮らしの書類作成相談件数は７６件で、前年より３件減少し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
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37 39
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88 81 79 76
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相続・遺言等暮らしの書類作成
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【年度別件数 推移】         （単位：件）     

 

（10）年金・社会保険・労務相談 ※令和３年度まで「労働相談」 

 不当解雇、賃金不払い、セクハラ、労働契約などあらゆる職場のトラブルについて、社

会保険労務士が相談に応じています。 

令和６年度の年金・社会保険・労務相談件数は２３件で、前年より１件増加しています。 
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年金・社会保険・労務



 

10 

 

（11）特別相談年度別利用状況（総合市民相談を除く）         

 （単位：件） 

 

 

※１ 令和３年度まで「労働」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

[2020] [2021] [2022] [2023] [2024]

508 587 511 607 597

0

17 12 11 22 21

0 0 1 0 0

28 49 42 44 47

69 90 96 100 99

28 42 41 37 39

68 88 81 79 76

5 16 19 22 23

723 884 802 911 902合　計

不　動　産

税　務

相続・遺言等暮らしの書類
作成

年金・社会保険・労務
※1

登　記

法　律
（多重債務含む）

　　　　　　年度

 相談名

交　通　事　故

人権身の上
（子供の相談含む）

行　政



 

11 

 

3．総合市民相談利用状況 

総務省の主催により、毎年９月 10 月に実施される「行政相談月間」の一環として、行

政相談を含む特別相談業務について市民の理解と認識を深め、利用促進を目的として実施

するものです。 

日 時  令和６年 10 月１０日（木）  午後 1 時１５分～午後３時３０分     

会 場  新町交流センター  

内 容  くらしと行政「総合市民相談」 

     行政相談、法律相談他６相談 

相談総件数 ４１件 

 

※１ 令和３年度まで「労働」 

※２ コロナウイルス感染拡大防止の観点から来場者の集中を避けるため、実施しませんでし

た。 

注：人権身の上相談は、令和３年度より平和と人権課に移管されました。                       

 

４．一般市民相談利用状況 

（1）相談別件数                           

 

（2）「おくやみ」窓口案内・ハンドブック配布（令和 2 年 5 月より開始） 

市役所での手続きを中心とした、お亡くなりになられた後の手続きについての冊子を作成。 

  窓口では、来庁者と一緒に「おくやみハンドブック」のチェックリストを活用し、必要な

手続きの確認をして担当部署をご案内しました。 

  

 ※令和 6 年 9 月まで。令和６年１０月より本事業は市民窓口課へ移管されました。 

 

５．憲法記念日行事 

令和３年度より本事業は平和と人権課に移管されました。 

行政法律
相
談
名

登記

相続
遺言
等暮
らし
の書
類作
成

3 383 41

合計税務

件
数 0 11

市政
※2

年金
社会
保険
労務
※１

職業
※2

交通
事故

5

不動
産

8

計

23,259

Eメール

30 483

相談別 市長相談
（8回開催）

相　談
カード

電　話
相　談

件　数 2

市民の声
（請願・陳
情・要望）

1,609 19,550169 1,416

来　訪
相　談

庁内案内

Ｒ2 Ｒ３ R4 R5 R6　※

139 217 432 706 387
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6．市長相談 

市民参画の市政を推進するため、市長が各地域にうかがって日野市政に対する要望・意

見等をお聞きし、地域の問題解決に向けて行っている相談です。議会が開催される月（６・

９・１２・３月）を除く月に開催します。 

 

（1）相談件数：２件  

（2）市長相談内容                          （単位：件） 

 

 

７．請願・陳情処理 

市議会定例会（年４回開催）で採択された請願・陳情について、地方自治法第１２５条に基

づき送付されたものについて、担当部署からその後の措置状況をとりまとめ、請願処理状況報

告書として年２回市議会に報告します。 

（1）第 1 回定例会採択分 

 

（２） 第 2 回定例会採択分 

 

企

　
画

　
部

総

　
務

　
部

市

民

部

環

境

共

生

部

ま

ち

づ

く

り

部

産

業

ス

ポ

ー

ツ

部

健

康

福

祉

部

子

ど

も

部

教

育

部

市

立

病

院

計

0

0

0

1 1

0

0

1 1

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2合 計

　　　　　　 部名

 相談内容

く ら し

福 祉

仕 事

生 活 環 境

す ま い

子 育 て

そ の 他

番号及び採択日 件　　　　　　　　名

請願第6-2号
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件の実態解明と企業団体献金の全面禁止を求め
る意見書の提出に関する請願

3月22日
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（3）第 3 回定例会採択分 ：採択された請願なし 

（4）第 4 回定例会採択分 ：採択された請願なし 

 

８．市民の声 

（1）請願・陳情・要望 

市民から提出された請願、陳情及び要望等について、「市民の声」として受理し、市政に

反映していきます。 

【市民の声処理状況】                       （単位：件）          

 

 

主な内容 

 

【企画部】 

 

 

 

 

 

 

内容分類

く ら し

健 康 、 福 祉 、 医 療

都 市 計 画

行 政 運 営

2 7 0 4 10 4 1 0 0 1 0 1 30

4
・施設等

2 7 1 1 11
・例規等

　　　　           担 当 部 別
企

画

総

務

市

民

環

境

共

生

ま

ち

づ

く

り

健

康

福

祉

産
業
ス
ポ
ー

ツ

子

ど

も

市

立

病

院

教

育

委

員

会

選
挙
管
理
委
員
会

議

会

事

務

局

合

計

1 1
・税　・施設

4 10

4

14
・道路　・区画整理他　

合      　　計

担当課回答内容　（要　旨）件　名　　（要　旨）

　指定管理者に対しては、地方自治法第244条の2第10項の規定に
基づき、事業計画書、収支計画書及び事業報告書等の提出を求め、
市長部局において事務決裁規程に基づき収受及び確認し、適切に
管理監督を行っているところです。
　監査委員による監査は、これに加えて実施することができるもので
ありますが、市長の監査要求の行使は、具体的に生じている監査の
必要性を考慮したうえで、適切に判断する必要があると考えておりま
す。
　具体的には、前述のような通常の管理監督業務においてより専門
的、集中的な監査が必要である事情が認められる場合、又は通常
の管理監督業務が適切に機能していないと認められる場合等、必要
に応じて、適時に監査の要求をしてまいりたいと思います。

企画経営課

　日野市の指定管理者が管理する公
の施設１６３か所（2021年）の監査
を、日野市監査委員会に「要求」する
ことを求める。
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【市民部】 

 

【環境共生部】 

 

【まちづくり部】 

 
【産業スポーツ部】 

 

 

 

 

件　名　　（要　旨） 回答内容　（要　旨） 担当課

①日野市国民健康保険条例第５条
の６（葬祭費）の「葬祭を行う者」の法
的地位の成立は、当該葬祭施行の
前であるか後であるか。

②日野市は、「葬祭を行う者」の判断
に必要な審査基準を具体的に定めて
公にしているか。

①葬祭費は、「被保険者の死亡」と「現に葬祭を行っていること」が受
給の要件であり、ご回答としては、「葬祭執行の後」になります。

②葬祭費は、国民健康保険の被保険者の「葬祭執行の後」に、「そ
の葬祭を行った方」に支給されるものですので、「葬祭を行った方」
が葬祭費の支給対象である旨をお示した上で、具体的な手続き方法
や必要書類について、市のホームページや、窓口で配布している案
内文書等でお示ししております。

保険年金課ほか

件　名　　（要　旨） 回答内容　（要　旨） 担当課

　
　市は第二緑地の大木（５０年の年輪
を超す）を３本も切られた。中央第一
公園のグランドの大木にもテープが
巻かれ、この木も切られるのかと悲し
くなった。市民の憩いの場所である大
木のまわりと大木を残して欲しい。

　
　木々の伐採につきましては、同様の事故を繰り返さないためにも、
樹木医や造園業者からの意見・指摘を取り入れ、伐採、剪定、間引
きの作業を実施しております。大切な樹木の伐採や剪定を行うことは
本望ではございませんが、安全確保と近隣の皆様にご迷惑をおかけ
しないためにも、手を加え管理を行っていく必要があります。むやみ
に樹木を伐採しているわけではなく、必要だと判断した場合には伐
採や剪定を行い、残すべき樹木は残していきます。

緑と清流課

件　名　　（要　旨） 回答内容　（要　旨） 担当課

①都市計画法第３９条の「開発許可
を受けた開発行為又は開発行為に
関する工事により公共施設が設置さ
れ」たときは、その公共施設は、第三
十六条第三項の公告の日の翌日に
おいて、その公共施設の存する市町
村の管理に属するものと」された、都
市計画法４条（定義）１４項）の道路
（以下、開発道路という。）以外に、
「第三十二条第二項の協議により管
理者について別段の定めをし」て「そ
れらの者の管理に属」した「道路」が
あるか。

②前項の「開発道路」の数及びその
根拠となる、個々の「別段の定め」
が、有れば、その内容は何か。

①事業主管理の「道路」があります

②事業主管理となる「開発道路」の数は年間１０件程度となります
が、正確な件数は開発行為の許可権者である東京都（多摩建築指
導事務所）で確認願います。新たに設置される公共施設の管理者
は、都市計画法第３２条に基づく協議により定めています。

都市計画課
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【健康福祉部】 

 

  

（2）市政にひとこと（カード・Ｅメール） 

 市民から寄せられたご意見・ご要望・苦情等を伺い、市政に反映していきます。 

 部門別では環境共生部（１３１件）が一番多く、続いてまちづくり部（１２６件）、教育

部（７２件）となります。 

 

【市政にひとこと処理状況】                  （単位：件） 

 

※( )内「要回答」受付件数。 

注：部門別件数は項目を整理した件数で、複数の部にまたがったものが含まれます。 

 

 

 

 

 

 

件　名　　（要　旨） 回答内容　（要　旨） 担当課

　利用日の前日に「日野市立福祉セ
ンター」を利用したいと申し込みに
行ったが、「３日以上前でないと申し
込めない」と拒否された。妙な規則に
よって空いていても利用できないのは
理不尽である。早急な改善を求める。

　日野市立福祉センターの利用については、利用の3日前までに申
請をお願いしております。福祉センターは、夜間や土日祝日も利用
可能であるため、利用者の有無によって職員の配置を行う必要があ
り、申請期間に3日間の猶予を設けております。
　本規則については、利用者の皆様にもご協力いただきながら運用
してきたところですが、平日の午後の利用に関する今回のご意見を
踏まえ、施設運営の実態や利用者のニーズを改めて確認し、今後、
実施が可能かどうか検討してまいります。

高齢福祉課

部　門　別 カードほか Ｅメール 計

企　画　部 15（5） 51（31） 66（36）

総　務　部 21（5） 32（16） 53（21）

市　民　部 10（4） 12（8） 22（12）

環境共生部 27（11） 104（52） 131（63）

まちづくり部 40（15） 86（41） 126（56）

産業スポーツ部 3（2） 41（22） 44（24）

健康福祉部 17（6） 44（24） 61（30）

子 ど　も　部 5（1） 41（13） 46（14）

教　育　部 21（9） 51（32） 72（41）

市 立 病 院 2（2） 2（0） 4（2）

議会事務局 6（1） 13（1） 19（2）

選挙管理委員会 2（1） 5（3） 7（4）

発達支援センター 0（0） 1（1） 1（1）

合　　　計 169（62） 483（244） 652（306）
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【市政にひとこと部門別件数】 

 

 
【市政にひとこと月別件数】 

（単位：件） 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

総数 45 64 45 58 56 63 47 52 40 56 56 70 652
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【市政にひとこと「要回答」部門別件数】 

 

【「要回答」項目別集計】                      

（単位：件） 

 

36

21

12

63

56

24

30

14

41

2 2
4

1

0

10

20

30

40

50

60

70

「要回答」対応部門別件数

項目合計

項目 件数 件数

保健・医療 健康 10

医療機関 2

コロナ関連 5

市民生活 環境・公害 21 交通安全 0

防犯・防火・防災 11 交通機関 3

公園・緑地・水路 27

ゴミ・衛生 22

教育・文化・スポーツ 生涯学習（図書館等） 41 児童福祉 12

学童・保育園 3 スポーツ 9

学校教育 10

行財政 市民サービス 12 税金 1

行財政運営 2 選挙 3

広報・広聴 13

民生・福祉 高齢福祉 8 低所得者 8

障害福祉 3

まちづくり 道路 21 都市計画 22

区画整理 3 建築指導 6

その他 その他 28 28

合　計 306

52

意見・要望の内容（要回答）

19

17

31

84

75
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【「要回答」項目別内訳】 
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【市政にひとこと「要回答」 主な内容】 

【企画部】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【平山台健康・市民支援セン
ターについて】

●●自治会総会が開かれまし
た。新年度役員から、｢平山
台･･･センタ－の件で、2千余名
の署名を携え市長と面談し、市
長から『前向きに検討する』との
コメントがあった｣と発表があり、
新年度会長から｢重要事項とし
て今年度の自治会はこの問題と
取り組む｣との発言がありまし
た。市長との面談は昨年12月で
すし、市の新年度体制も定まっ
たかと思いますので、この件に
対する日野市の姿勢をお尋ねし
ます。
質問-1：日野市は、幾度か開か
れた説明会に於ける説明内容
を改め市訪問者達の要望を前
向きに捉えて、私達に新しい提
案をするのでしょうか？
質問-2：新しい説明会は、いつ
頃開く予定でしょうか？
質問-3：若い世代(現役世代)の
人達からの要望はなかったので
すか？ありましたら、聞かせて
下さい。

質問-1
当該施設の跡地活用については、平山地区中心の署名活動で
まとめられた嘆願書のほかにも、市民の皆さまから数多くのご意
見をいただいております。令和5年度に実施した意見交換会でも
お話しさせていただきましたが、跡地活用については市と市民の
皆さまで一緒に検討していくものと考えております。まずは、令和
6年度については勉強会を通じて市民の皆さまと様々な視点から
跡地活用について考えてまいりますので、市から新しい提案をす
ることは現状では考えておりません。
質問-2
令和6年度は説明会ではなく、平山まちづくり勉強会と称して、地
域の成り立ちや歴史、平山地域の課題や土地利用における民間
手法などを学ぶ場として年4回程度を予定しており、内容は調整
中ですが第1回は6月1日（土）10時～12時に開催します。勉強会
を通じて市と市民の皆様の共通理解を深めながら、跡地活用の
検討へとつなげていきます。
質問-3
平山台健康・市民支援センターで実施予定の利用者アンケート
や、年４回を予定している勉強会等を実施する際には、若い世代
（現役世代）からも幅広く意見を収集し、集約していきたいと考え
ています。

企画経営課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【日野市プールにおけるス
マートウォッチ等の使用につい
て】

プールでのスマートウォッチ等の
使用はゴムバンド等のガードを
つければ使用を認めているプー
ルがいくつもあるので、東部会
館プールも、ルールを設けて使
用を認めてほしい。
世田谷区、渋谷区はOK

現在東部会館プール施設では、スイミング中に人と接触してケガ
をする恐れや、ガラスなどが割れて散乱してしまう恐れがあるた
め、腕時計などを含むアクセサリー類の使用をお断りしておりま
す。しかしながら、活動量計などをつけて運動をする方が増えて
きており、近隣のプール施設等においても一部使用できる場所が
あることを確認しております。これらの状況を鑑み、機器の着用の
可否については、周辺の同様施設を調査し検討してまいります。
利用者の皆様にはご不便おかけいたしますが、ご理解・ご協力を
お願いいたします。

地域協働課
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【総務部】 

 

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【市民への案内について】

●●●丁目｢支援センタ－(略称)｣
に於て、８月24日(土）に市企画経
営課による市民対象の集りがあり
ました。開催を事前に知っていた
私も参加しました。9月2日(月)に
私の地域に回覧が回りました。そ
の中に、8月24日に行われた集ま
りの市からの案内コピ－がありま
した。開催日から遅れること10日
です。市は、この回覧を●●自治
会へいつ頼んだのですか？私達
の自治会は、回覧を毎月1日と15
日に配布するのが慣習です。8月
15日に回覧を開始したと思われま
すが、回覧が全ての住戸を回るの
に、私のブロック(●戸)は3週間ほ
ど掛かります。今年度の我が家は
●戸目になりますが、半月以上掛
かったことになります。お盆休み
が大きく影響していますが、通常
でも、24日の案内を15日に回覧し
ても全ての家に周知させることは
とても無理です。｢市からの案内を
回覧で周知させるには、早く開始
しないと意味がない｣と、私は以前
から市の幾つかの部署へ伝えて
いますが、市は市民側の現実を理
解しようとしません。｢取敢えず、市
は周知の努力をした｣との態度を
市は残したいのかも知れません
が、現状のやり方では意味があり
ません。今回に限らず、市民への
周知方法や時期については、余
裕を持って行動する様、全ての部
署に周知させて下さい。今回に
限って言うと、●●の場合、遅くも
1日の回覧に間に合わせないと24
日のことは伝わらないことを付記
します。災害などの緊急情報は、
回覧では全く意味がないことも付
け加えます。

①自治会回覧の送付日程について（担当：地域協働課）
日野市財政再建計画・第6次行財政改革大綱実施計画におい
て、効果的な自治会支援策を構築するために、自治会の皆様と
一緒に自治会支援の在り方を、令和4年8月から令和5年9月まで
の間、全14回延べ128自治会の方々と意見交換を重ね検討して
まいりました。
意見交換中では、自治会が抱える負担の1つとして、市からの回
覧物の送付時期が月2回は多いとのご意見を踏まえ、自治会の
負担軽減策として市から自治会に回覧をお願いするものについ
ては、令和6年4月より毎月1回25日に送付することとしました。な
お、月1回に変更することは、令和5年10月22日に開催した、説明
会で参加された52自治会に対し説明し、参加されなかった自治
会に対しては、翌11月に説明した内容のものを通知し周知に努
めたところでございます。
②企画経営課勉強会の送付について（担当：企画経営課）
この度は勉強会へのご参加ありがとうございました。本事業の自
治会回覧については、月1回の地域協働課からの自治会宛送付
日である7月25日に間に合うように手配させていただいておりま
す。また、本事業の周知に関しては、自治会回覧以外にも、市
ホームページ及び市公式LINE等でも周知をしております。また、
10月6日（日）に開催する第3回勉強会のチラシも併せてお送りい
たします。ご理解ご協力を何卒よろしくお願いいたします。
③風水害発生時の周知について（担当：防災安全課）
予知できる風水害等の災害発生時に、自治会への文書での周知
は行っておりません。日野市では、よりスピーディーな情報発信を
するため、災害時などの緊急情報を日野市公式ホームページ、
防災情報メール、ライン、防災行政無線、X（旧ツイッター）により
随時情報発信いたします。「日野市公式ホームページ」や「日野
市防災ガイドブック」にてQRコードから簡単に登録ができますの
で、是非ご活用くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。
なお、ご不明な点がございましたら、防災安全課までお問合せく
ださい。

地域協働課ほか

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【万願寺の浸水対策について】

万願寺は多摩川と浅川に挟ま
れた土地に位置しており、どちら
かの川が氾濫した時、どうなっ
てしまうかと思っていました。家
の近くの電柱にも氾濫した時の
水位が記されていました。少し
調べたところ、万願寺地区は東
京都で浸水に関して一番の危険
地域と言うことを知りました。こ
のような状況に対して、日野市
の対策を教えてください。お忙し
いと思いますが、よろしくお願い
します。

日野市防災安全課では、「日野市防災ガイドブック」を令和５年３
月に作成し全戸配布をしております。本ガイドブックは、各地域の
浸水想定区域や避難所等の位置を示しており住民が事前に危険
を意識し、適切な行動をとるための重要な情報を掲載しておりま
す。ハザードマップでは、各地域の想定最大規模降雨に伴う洪水
により多摩川、浅川等が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレー
ションにより浸水深を予測しており、予測した浸水深について実
際に電柱に記して住民の方々に注意喚起をしております。
また、指定緊急避難所及び指定避難所一覧も記載しております
ので、非常時に備えご自身の避難場所等をご確認ください。
なお、非常時の避難所開設情報については、市のホームペー
ジ、防災情報メール、LINE、防災行政無線、X（旧ツイッター）など
で情報発信いたします。

防災安全課
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【市民部】 

 

 

【日野市の震度情報について】

日野市の地震情報について、お
尋ねさせて頂きたく存じます。先
ほど、神奈川県を震源とする地
震が発生いたしましたが、日野
市の震度情報が記載されており
ません。(記憶は定かではござい
ませんが、先日の小さな地震に
おいても、日野市の震度情報が
記載されていなかったように思
います)防災の観点において、対
応の遅延については不安が生じ
ます。SNSのX(twitter)では、本
件について疑問視を抱いている
声も散見されます。こういった綻
びが後々の大きな被害へと繋が
り得ますので、ご連絡させて頂き
ました。運営において様々なご
事情があるとは想像いたします
が、日野市の地震情報が開示さ
れないことのご事由及び、今後
のご対応についてお伺いさせて
頂けますと、幸いでございます。

令和6年8月9日（金）に発生した地震に係る震度発表について、
同様のご質問を多数いただいております。日野市防災安全課で
確認しましたところ、通常、市の地震観測システムで計測した震
度は、気象庁へ自動伝達されることとなっておりますが、何らか
の原因により伝達がされておりませんでした。但し、当日中には、
改めて防災安全課より東京都総合防災部を通じて気象庁に震度
情報は伝達を行なっており、気象庁のレポート等に記載されてい
ることを確認しております。現在は、地震発生時に、震度情報が
気象庁に自動伝達できるよう正常に作動していることを確認して
おります。市民の皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ありま
せんでした。

防災安全課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【１階受付の声かけについて】

以前、住民票を取りに本庁へ来
た際にお客様と声をかけられ
た。住民税を払ってくれるお客
かも知れないが、飲み屋に来て
るわけでないので非常に不快
だった。「お客様」はやめた方が
よい。「何番の方、メガネをかけ
ている方」などいいかたがあると
思う。よけいな事かも知れない
が、検討して欲しい。委託をかけ
ていて市役所職員が対応してな
くても。

来庁の際に、ご不快な思いを抱かせたことにつきましてお詫びい
たします。当市では、窓口や電話対応の指針として「日野市職員
接遇マニュアル」を設けております。その中で、庁外の方に話しか
ける際は、「様」を付けることが求められております。このことか
ら、市民窓口課前の待合スペースでの呼称を「お客様」で統一し
ております。様々な方が来庁されることから、統一的な扱いとして
おりますが、この度いただいたご意見は所管部署と共有させいた
だき、市民サービス向上に努めさせていただきますので、どうぞ
ご理解をお願いいたします。

市民窓口課
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【環境共生部】 

 

 

 

 

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【戸籍謄本、評価証明書の取
得について】

とにかく待ち時間が長すぎま
す。今日も２時間待っています。
評価証明書は、名寄帳を取得で
きる窓口で、取得できるようにし
てください。窓口の奥で固定資
産の係とやりとりをしているか
らこんなに長くかかるのではな
いでしょうか。２時間も待つのは
本当につらいです。何とかしてく
ださい。

このたびは、市民窓口課でのお手続きにおいて、長時間お待た
せしてしまい大変申し訳ございませんでした。市民窓口課では大
切な個人情報を取扱う部署として、迅速な対応を目指しながら
も、細心の注意を図り丁寧な事務処理を心がけて業務にあたって
おります。しかし、ご指摘いただきましたように、2時間もお待ちい
ただくことの理由にはなりません。日頃から、待ち時間の短縮に
つながる取り組みを検討しておりますが、なかなか効果的な対策
が見つからず、お時間を頂戴してしまっている状況です。この度
のご指摘を受け、改めて資産税課と事務手順の検討を行い、待
ち時間短縮に向けた取り組みを行っているところでございます。
市民の皆様に、信頼され安心していただける窓口をめざし、これ
からも努力してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上
げます。

市民窓口課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【市内一斉清掃について】

私は大学生の頃から日野市に
住んでいます。ごみカレンダー
に「市内一斉清掃」と書かれて
いても、具体的な参加方法など
が全く分からず何も協力するこ
とができていません。よって、学
生の住人にもこのような行事ご
との詳細を周知してほしいです。

一斉清掃の周知方法について回答させていただきます。
市内一斉清掃は春、秋と二回おこなわれており、日程などにつき
ましては広報ひの、日野市LINE公式アカウント及び日野市公式
ホームページなどで周知させていただいております。
参加方法についての周知は、日野市公式ホームページのみの周
知となっておりますので、今後は、広報ひの等でも周知をおこない
多くの方に、ご参加していただけるよう検討をしてまいります。

環境政策課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【路上喫煙禁止の周知につい
て】

日野市の路上喫煙禁止条例の
制定は大変喜ばしい事なのです
が、通勤時間帯の駅周辺ではま
だまだ路上喫煙者が多いのが
現状です。4月からの施行開始
に向けて市民に対しての周知
で、行っているまたはこれから予
定している事はなにかございま
すでしょうか。

日野市路上喫煙禁止条例の周知に関してですが、現在は令和６
年１１月広報への掲載、日野市公式ホームページへの掲載、自
治会や日野市関連施設でのチラシの配布、日野駅等へのポス
ターの掲示、日野駅前での周知活動を行っております。今後は２
月８日開催の環境フェアでのブース設置、日野駅周辺への看板
設置、日野駅周辺路上喫煙禁止地区への路面シート貼付けを実
施します。
また、４月１日の施行後は日野駅周辺路上喫煙禁止地区での周
知・啓発、違反者への注意・指導を行い、環境衛生の向上に努め
ます。
４月１日からの条例施行に向けて、引き続きの周知のためにもど
のような方法が効果的かを検討してまいります。どうぞよろしくお
願いいたします。

環境政策課



 

25 

 

 

 

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【黒川子ども広場の蜂につい
て】

黒川清流公園の端にある黒川
子ども広場に蜂がたくさん来て
いて安心して遊ぶことができま
せん。子どもが被害にあう前に
駆除をするなど対策をお願いい
たします。よろしくお願いします。

ご連絡を受けてから、現地を確認いたしました。その際、飛んで
いる蜂や巣は確認できず、樹液が出ている樹木もありませんでし
たが、念のため注意喚起の看板を設置させていただきました。公
園内に蜂の巣があれば、業者に依頼して撤去をすることができる
のですが、飛んでいる蜂につきましては、全てを駆除することはで
きません。そのため、蜂が飛んでいた場合には近づかないように
していただき、出来る範囲で子どもたちに呼びかけをしていただく
ことにご協力いただけますと幸いです。何かございましたら、ご連
絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。

緑と清流課
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ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【多摩平第8公園の公衆トイレについ
て】
当公衆トイレを本日初めて利用したの
ですが、男性用と障がい者用のみに分
かれており、女性用がないことに大変
驚きました。後で調べてみましたが、あ
のような形式のトイレは「バリアフリート
イレ」というそうですね。身体的特性、
年齢、性別などに関わらず全ての人が
同じように使えることをコンセプトとして
作られているとのことですが、私は「性
別」という点において、同じトイレを全て
の人が平等に使うのは不可能だと思い
ます。なぜなら、女性は男性と比べて
圧倒的に性犯罪に遭う確率が高いから
です。バリアフリートイレという男女両方
が入れる環境は、盗撮用カメラや盗聴
器の設置などといった、性犯罪を誘発
するのに十分です。これらの機器はゴ
ミ箱や便座の裏などに簡単に仕掛けら
れるといいます。また、女性にとって男
性と同じ空間を共有することは、心理
的・衛生的にどうしても抵抗がありま
す。私は当公衆トイレを使う気には、怖
くてどうしてもなれませんでした。設置
面積の制限など色々あるのでしょうが、
公衆トイレに手洗い場も含めて女性専
用のものを設けるのは最優先事項だと
思います。以上から、バリアフリートイレ
は日野市からなくし、従来の「男・女・障
がい者」に分かれた公衆トイレを設置し
てください。日野市の女性の安全を
守ってくださるよう、切にお願いします。
また「ジェンダーレストイレ」について、
意見を述べます。バリアフリートイレはト
ランスジェンダーに配慮された側面も持
つからです。
ジェンダーレストイレは主に東京都で少
しずつ建設されているそうですが、この
状況にも私は疑問を感じます。男女が
同じ空間でトイレを利用するということ
ですが、バリアフリートイレのことでも書
きましたように、女性にとっては男性と
同じ空間にいる事自体安心できません
し、もしトイレにいる女性が自分のみで
側に男性が複数人いるという状況にで
もなれば尚更です。男性が女性より力
や体格的に勝る特性上、当然の感情
ではないでしょうか。更に、女性の格好
をした男性が居合わせた場合、その男
性が本当にトランスジェンダーであるの
かは知り合いでもない限り判断できま
せんし、その状況は女性にとっては恐
怖でしかありません。実際、女装した自
称MtFが温泉で女湯を利用しようとして
逮捕された例や女性が暴行された例も
あります。トランスジェンダーやそれを
装った人関連のトラブルは既にアメリカ
やカナダなどでは無数に起きていま
す。それは日本でも十分に起こり得る
ことなのです。そして、バリアフリートイ
レと同様に、性犯罪の温床となります。
男女が共有する場なら確実に起こり得
ることではないでしょうか。このような視
点からも、日野市の公衆トイレの建設
について、このような視点からも考えて
いただきたいです。
世間ではバリアフリートイレにしろジェン
ダーレストイレにしろ、女性の声が無視
されているように思えます。世の中の
流れに乗ることだけが、本当に正しい
のでしょうか。「みんなが使えるトイレ」
を実現する必要は本当にあるのでしょ
うか。従来のトイレが「男性・女性・障が
い者」に分かれているのは、それぞれ
を利用する人の安全と安心感を守る側
面もあった筈です。公衆トイレというデ
リケートな空間に初めて居合わせた生
物学的異性が善良な人である保証は、
全く有りません。私はマイノリティの
方々に対する一定の理解や配慮は進
むべきだと思いますが、マジョリティの
人々の権利や安全を脅かしてまで行わ
れるべきことではない筈です。それを念
頭においた市政をしていただきたいで
す。

多摩平第8公園には、従来から公衆トイレがあり、男女共用トイレ
と男子用トイレが設置されておりました。当時はバリアフリー化を
進めて行こうという考えと、既存のトイレと同じような規模で、共用
トイレをバリアフリータイプのトイレに変更して建て替えを行いまし
た。公園入口からトイレまでを点字ブロックで繋いでいるのもバリ
アフリーの考えによるものです。
今後はトイレ整備を行う際には、男性用・女性用・バリアフリートイ
レを基本とし、設置場所の制約等で全てのトイレの整備が難しい
場合にはより使いやすい形となるよう、慎重に整備を進めてまい
りますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

緑と清流課
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【まちづくり部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日野駅周辺の再開発につい
て】

以前メールをいただき日野市●
●について、駅前についてお伝
えいただきありがとうございま
す。
日野駅について、同じ日野市内
なのに豊田駅との差がすごくあ
り、もっとみんなが住みたいと思
えるようにしてほしいです。また
駅前をもっと複合施設や再開発
をし、整えてもらえないでしょう
か。具体的にどのように進めて
いく予定ですか。
また、日野市●●について、
スーパーがなにもないことがとて
も気になります。新築の家が少
しづつ増えていく中で、なにもな
いのはどうかと思います。一つ
でも構いません。車をもっていな
い方や、小さなお子さんがいる
家庭も多くあるかと思います、そ
の方達もとても不便にしていると
思いますし、私自身もすごい不
便で、作っていただきたいです。

日野市では、日野駅周辺の商業地域内の土地及び建物の所有
者を対象に、現在の利用状況や今後の土地利用などについてア
ンケート調査を行いました。
その中では、法人を中心に現在の土地利用を継続していきたい
との回答を多くいただいているところです。
一方で、所有者の中でも駅前活性化の必要性についての声もい
ただいておりますので、今後は所有者の意向や地域の機運等を
踏まえながら、駅周辺の活性化に向けて引き続き検討してまいり
ます。なお、前回からご要望いただいているスーパーマーケット等
の出店については、立地条件や、継続的な収益性の観点などか
ら企業が出店の判断を伴っている状況にあり、市として推し進め
ていくことは難しいというのが現状です。

都市計画課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【データセンターの周辺温度上
昇について】

「開発事業に関する見解書」に
水冷か空冷か未定と書かれて
いましたが公表されている最高
数値のケース２６０mwの熱量と
推定して各々の場合について計
算値を出すように●●に指導し
ていただけないでしょうか。そう
すれば周辺地域での温度上昇
の影響がわかります。また、周
辺住民の安心にもつながりま
す。よろしくお願いします。

ご要望をいただいた開発事業は、現在日野市まちづくり条例に基
づく土地利用及び建築等に関する手続きを行っているところで
す。つきましては、開発事業に係る紛争を未然に防止するよう努
めるため、ご要望の計算値を出すように事業者に指導を致しま
す。しかしながら、当該指導に必ず従わなければならない義務が
生じるものではなく、相手方の任意の協力によってのみ実現され
ますことご理解の程、よろしくお願いいたします。

都市計画課
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ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【万願寺歩道橋について】

現在妊娠後期の妊婦です。移動
や通勤の際に万願寺歩道橋を
毎日利用しているのですが、長
いこと補修されていないのか橋
地面がガタガタ、床材やタイル
は剥がれて徒歩や自転車で移
動してる際によく引っかかり転び
そうになります。その近辺は子
連れもおおくベビーカーを引いて
るお母さんもよく見かけます。小
学生以下の子供がよく躓いて転
びそうになっているのも見かけ
ます。
この辺りは治安もよく長く住んで
いきたいと考えているので万願
寺歩道橋の補修をぜひお願いし
たいです。よろしくお願いしま
す。

万願寺歩道橋（ふれあい橋）の舗装について、現地計測および健
全度調査のうえ、適切な対策を検討し、試験施工を経たうえで補
修設計を行うことを目的とし、令和２年度から令和４年度までふれ
あい橋補修詳細設計を実施しました。ふれあい橋の特性を把握
するため、現橋損傷調査、現橋寸法計測、季節変化計測、振動
調査を実施し、設計条件、施工条件を踏まえ、ふれあい橋の補修
方法としてふさわしい補修工法を決定しました。
また、ふれあい橋を利用するすべての人が安全快適に通行でき
る環境整備を目的に、自転車と歩行者の通行区分等について、
広く市民等の意見を収集し、専門家、各管理者と共に検討するた
め、令和５年度にふれあい橋路面整備検討会を実施しました。
これらを踏まえ、令和６年度にふれあい橋橋面舗装補修工事の
実施を予定しております。舗装工事の際には、ふれあい橋は通
行可能ですが、有効幅員が２～３ｍと狭くなるなど、ご不便やご
迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいた
します。

道路課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【ふれあい橋近辺のゴミのポイ
捨てと騒ぎについて】

ふれあい橋近辺にゴミのポイ捨
てがあり、その周辺に空き缶が
捨てられています。また、夜8時
過ぎてもうるさい日があります。
一度、バーベキュー等を禁止す
るか監視員をつけるなど対策を
お願いします。あともう一点、ふ
れあい橋ですが地面がボコボコ
になっており、特に雨の日は危
ないです。一度、現場を見て、対
策を検討ください。日野市が好
きで、このような状況は悲しいで
す。何卒よろしくお願いします。

①バーベキュー等によるごみの不法投棄や騒音等の事案は認
識しております。反面ではルールを守って楽しまれている方もおら
れます。多くの方に水辺で楽しんでいただくという観点から全面
的な禁止という結論までには至ってないのが現状です。河川にお
ける不法投棄は市でも課題と捉えており、注意喚起看板の設置
やホームページによる啓発等を実施しております。また不法投棄
物については確認でき次第、国土交通省、日野市で回収してい
ます。バーベキューを禁止にできない中では対応も限られます
が、引き続き関係機関と連携して参りますので、ご理解のほどよ
ろしくお願いします。
②ふれあい橋路面の補修については令和６年度中に実施予定で
す。ご不便おかけしますが、今しばらくお待ちくださいますようお
願いします。

道路課
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ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【豊田駅南口前の自転車無断
駐輪による道幅狭改善につい
て】

豊田駅南口前の自転車の無断
駐輪の規制をお願いします。無
断駐輪によって自動車が通る道
幅が狭くなり、先日子供が自動
車に轢かれそうになっているの
を目撃しました。毎日多くの歩行
者が通るので、自動車との接触
等危険かと思います。無断駐輪
のシールを貼っている作業員の
方がいるかとは思いますが、人
の命に関わるので抜本的な解
決と早急な対応を求めます。
改善案としては
・南口の駐輪場を増やす
・歩道の確保
・車道の確保
ご確認よろしくお願いします。

市営駐輪場を所管する道路課としましても、JR豊田駅南口付近
への駐輪場整備及び歩道・車道の確保は課題と認識していま
す。
同地域は現在、市が事業者として土地区画整理事業を実施して
いるため、同事業を所管する区画整理課と連携を図りながら、整
備実現に向けて検討を進めております。また、民営駐輪場の拡
充も視野に、店舗等新たな施設の建設を行う民間事業者に対し
ても、施設の規模や用途に応じた必要台数以上の駐輪場が確保
できるように働きかけて参りますので、何卒ご理解ご協力の程お
願い申し上げます。

道路課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【大木島自然公園近辺の歩道
改修について】

日野市大木島自然公園の北東
の交差点から、バイパス方面へ
北に伸びる歩道があります。こ
の歩道の問題点に対するお願
いです。
①歩道上のモニュメント撤去
その歩道上には高さ50～60cm
の円柱のモニュメントが並んで
います。このモニュメントは夜間
に視認しにくく、特に視力の弱い
人には障害物となるため撤去を
希望します。私は夜間これに躓
き、前歯を折り、眼鏡を損傷し、
顔に2針を縫うケガを負いまし
た。
②歩道が暗い原因の街路樹伐
採
街灯の光が街路樹に遮られ、暗
い場所が多いです。特に街灯の
光で照らされた場所から、街路
樹の影に入った瞬間は、モニュ
メントを視認しにくいです。一部
のモニュメントは、この明暗の際
にあるため危険です。また最
近、一部のモニュメントの下に、
赤色点滅灯が設置されているこ
とに気付きました。これは障害
物に認知させるためと思われま
すが、すべてのモニュメントに設
置されておらず、真に暗い場所
には設置されていません。

① 歩道上モニュメントについて、点滅灯と街路灯だけでは安全対
策が十分ではないというご意見に対して検討をさせて頂きまし
た。モニュメントは歩道に乗り上げる違法駐車対策として車止め
の機能を有しており撤去は難しい状況です。しかしながら、今回
のご指摘を踏まえて少しでも視認しやすいようにモニュメント本体
に蛍光材を取りつけ安全対策を施します。
② 街路樹の管理に関しては所管の「緑と清流課」にも情報共有
を行い連携を図ってまいります。今回のご意見を基に市としてさら
なる安全対策について引き続き検討してまいります。何卒ご理解
とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

道路課
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【産業スポーツ部】 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【日野駅周辺の再開発につい
て】

来年から日野市の●●の方に
戸建てを買い住むことになりまし
た。自然豊かでいいなと思うの
ですが、スーパーや複合施設な
ど一個は作って欲しいなと思い
ます。スーパーは駅付近にしか
なく、車を持っていない家庭から
するととても不便になり、困りま
す。●●の方にも一個は作って
欲しいです。また、豊田駅のよう
に複合施設があることで、日野
駅も人気にならたくさんの方が
すんでくれるようになると思いま
す。どうか豊田だけでなく、日野
駅周辺やの再開発をお願いした
いです。

スーパーマーケット等の買い物施設が少ない地域の現状につい
ては、市としても課題として認識しております。しかしながら、スー
パーマーケット等の出店については、立地等の諸条件や、継続
的な経営の観点から企業が出店の判断を伴う必要があるため、
市として推し進めていくことが難しくなっております。
なお、日野駅周辺においては、都市計画法に基づく都市計画の
基本的な方針を定めた「日野市まちづくりマスタープラン」におい
て、「商業・業務等の都市機能と交通機能が集積した都市拠点」
としての土地利用を目指しており、同地区のまちづくり方針とし
て、「日野の玄関となる、駅周辺のにぎわいと安らぎの空間の創
出」を掲げています。このような状況から、日野駅周辺のまちづく
りについては、市のまちづくりにおける課題の一つとして認識して
おり、現在、駅周辺の活性化のための手法等を検討しているとこ
ろです。今回いただいた内容を貴重なご意見として承り、マスター
プランで掲げている将来像の実現に努めてまいりたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

産業振興課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【アニメの聖地を生かした地域
振興の提案について】

最近、話題を呼んでいる「しかの
このこのここしたんたん」と言う
アニメが日野市が舞台だと聞い
て少し提案をさせていただきま
す。先ほど申し上げたアニメ『し
かのこのこのここしたんたん』が
日野市を舞台とした作品であ
り、多少改変されておりますが
確かに日野市が舞台であり第一
話では日野市役所や日野駅が
描写されております。その為、こ
のアニメが放映され始め人気沸
騰中で、舞台である日野市が注
目されている中、多少なりとも地
域経済等の活性化を目的とした
イベントを行えないかと思ってお
り少し意見書を送らせて貰いま
した。因みに、日野市はアニメ
『しかのこのこのここしたんたん』
は認知しているのでしょうか？
そして、アニメ等の作品を活かし
た地域復興にはどのような意見
や考えを持っているかお答えい
ただけると嬉しいです。

現在放送中のアニメ、「しかのこのこのここしたんたん」について、
ご提案をいただきありがとうございました。こちらの放送について
は、市でも把握させていただいております。
アニメとのコラボにつきましては、原作者、制作会社等との調整
が必要なものとはなりますが、過去には「薄桜鬼」とスタンプラ
リーを行ったこともあり、全国的に有名なアニメとのコラボには大
きな力があることも実感しております。日野市を舞台にしたアニメ
が人気となることで、結果的に市のPRにも繋がる可能性は大い
にあると認識しておりますので、連携できる可能性を検討してま
いりたいと存じます。この度はご連絡をいただき、誠にありがとう
ございました。

産業振興課
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ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【●●テニスコート駐車場につ
いて】

駐車場の近隣住民や前の工場
関係者の車が自由に駐車する
ため、テニスコート使用者が車を
停められずに困っています。も
う、半年程前から文化スポーツ
課に駐車場の注意看板を大きく
見やすいように新しい物を設置
してほしい事、迷惑駐車の対処
をして欲しい事など要望してきま
したが、未だ1つして改善され
ず、市民の声はどうやったら取り
上げてもらえるのか不信感がつ
のるばかりです。

①注意看板の設置ついて（担当：文化スポーツ課・緑と清流課）
現在、設置している注意看板につきましては、老朽化しているこ
ともあるため､新たな看板の設置又は張り紙等にて掲示すること
を関係機関と検討しております。
②駐車場の拡大について（担当：緑と清流課）
駐車場の拡大につきましては、敷地や費用等の問題もあり、早期
の変更については厳しい状況にございます。ご了解いただきます
ようお願いいたします。
③迷惑駐車について（担当：文化スポーツ課・緑と清流課）
公園利用者以外の駐車につきましては、引き続き、看板や張り紙
等での対応を行っております。なお、公園利用者か否かについて
は、施設巡回時に状況確認を実施しておりますが、判断が難しい
場合もあり、公園利用者の皆様のご理解を賜りますようお願いい
たします。実施しておりますが、判断が難しい場合もあり、公園利
用者の皆様のご理解を賜りますようお願いいたします。

文化スポーツ課
ほか

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【●●グランドの管理について】

よくペットの散歩で利用している
のですが、グラウンドの土は真
砂土で合っているのかわかりま
せんが、土を全体に入れてほし
いです。全体的に土がなくなり、
地肌から石が浮き出ていて、と
てもスポーツするようなグランド
には見えません。
また、グラウンドの中で石の境
界杭が２ヶ所出ています。あれ
は平気なんでしょうか？幼児達
や、野球、サッカーの子ども達が
転んで頭をぶつけて怪我をする
など、考えないのですか？
時々、芝の整備しているのは見
ますが、もっと土を入れて整備し
てあげてもいいのではないでしょ
うか。子ども達の安全のため
に。●●グラウンドが出来てか
ら、全体に土を入れて整備して
あげたり、したことはあるので
しょうか？

今回、お問い合わせいただきました施設につきまして、●●グラ
ウンドという前提でご回答いたしますので誤りがございましたら、
お手数ですが再度ご連絡ください。
当該グラウンドは国土交通省より占用許可を受けて運動広場と
して市が管理しており、これまで大規模な土の補充は国土交通省
の許可が必要となり簡易的なものではないことから実施できてお
りません。また、利用団体もその趣旨をご理解いただき、現状で
のご利用をいただいているところです。ただ、子どもたちが安全に
使用することの重要性は認識しているところであり、子どもたちも
多く所属している利用団体から雨などで流出した土の補充要望
があった際には、グラウンド環境を整えるために都度、市で購入
し対応しているところです。
今後につきましても、子どもを含め利用者の適切な環境を整える
よう可能な限り対応できればと考えております。また、施設に異常
がないかどうか市及びグラウンドの指定管理者と定期巡回等を
継続して行い、安全な施設運営に努めて参りますのでご理解・ご
協力の程よろしくお願いいたします。

文化スポーツ課
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【健康福祉部】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【HPVワクチン接種の助成に
ついて】

HPVワクチン接種の助成適用を
男性にもされることを要望しま
す。東京都市区町村では現在、
約半数が男性へのHPVワクチン
接種の助成適応を開始していま
す。HPVワクチン接種の男性へ
の助成適用について、各市区町
村が適応を進めている中、現状
での日野市の考え方を教えてい
ただきたいです。よろしくお願い
いたします。

予防接種には、日本脳炎ワクチンなど公費で接種が可能な定期
接種と、個人の感染予防や重症化防止のために全額自己負担
（公費負担なし）で接種する、おたふくかぜワクチンや小児インフ
ルエンザワクチンなどの任意接種があり、男性のHPVワクチン接
種については、現状、任意接種に位置付けられております。
市といたしましては、本来、公費で賄うべきものは国において定
期接種に位置付けられるべきものと考えておりますが、一方で、
市民からは男性のHPVワクチン接種以外にも様々な任意接種費
用の助成について問い合わせや要望を受けており、市民の関心
の高さは十分認識しているところです。
今後も国や東京都、他市の動向を注視しながら任意接種への助
成の必要性や、助成する任意接種の種別などの方向性の整理
等、任意接種費用の助成事業について調査・研究を進めてまい
ります。

健康課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【楽々トレーニング体操につい
いて】

標記の体操を、講師の先生方の
やさしく丁寧な指導の下楽しん
でおります。先週アンケートを求
められられましたが、記入ももれ
がありましたので追記します。
楽々体操は82歳の老骨にとって
は、普段交流のなくなった部位
と対話して活性を図る絶好の機
会を与えてくれております。これ
を充実・強化ｓて欲しいとの願い
から申し上げます。
①隔週制から毎週制へ
②夏休み期間の短縮
以上よろしくご検討願います。

楽・楽トレーニング体操をご利用いただきありがとうございます。
楽・楽トレーニング体操は、市民「健康体操サポーター」さんのご
協力により実施している教室となります。そのため、毎週制にす
ることについても、市民サポーターさんの登録人数や実施できる
日数など、個々のご事情を踏まえ日程調整をしている関係もあ
り、これ以上日数を増やすことや、毎週制で実施することは難し
い、というのがお答えとなります。
夏休み期間につきましては、近年、猛暑日が年々増加傾向にあ
り、様々な健康状態のご高齢の方が参加されている体操教室に
おいては、市の事業として安全面を優先し、7月から8月を夏休み
とさせていただいております。
また、教室を運営してくださっている市民サポーターさん達からも
「酷暑の間は教室をお休みとした方が良い」という希望も出てお
り、楽・楽トレーニング体操がない日や夏休み期間に、自宅ででき
る体操をご案内させていただいております。
引き続き、市民サポーターの方々と一緒に、楽・楽トレーニング体
操を安全に実施していくことのご理解、ご協力いただけますようよ
ろしくお願いいたします。
また、事業についてのご意見等ございましたら、生活・保健セン
ターにお立ち寄りの際は、お気軽にお問合せいただきますようよ
ろしくお願いいたします

健康課
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【子ども部】 

 

 

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【介護福祉士資格助成金につい
て】

介護福祉士資格助成金に関し
て意見です。令和６年1月●日
介護福祉士国家試験に受験し、
合格しましたので、厚生労働省
に登録申請をし、令和６年4月●
日登録を受けました。この受験
に伴い、令和５年9月●日から令
和６年1月●日までの間、講習
に通い、模擬試験を受けてきま
した。その費用は当然日野市の
助成金を受けられるものと思っ
ていました。しかしながら、前年
度に講習受講の申し込みをして
いたため、助成が受けられない
となっていることを知り、愕然とし
ているところです。日野市で開催
された介護資格取得の講座から
介護の世界に入り、前向きに取
り組み、市からの助成金も大変
励みになっておりましたが、がっ
かりしているところです。前年度
の実務者研修の資格を取得し
た後すぐに、介護福祉士の資格
取得を目指そうと早めに申し込
みをしたことがおかしいというの
でしょうか？やる気を失ってしま
います。納得いっていません。介
護福祉士資格取得の年度の講
習に伴う支出、というふうに改訂
をお願いしたいと思います。●
●市では支出についての年度
の区切りは記載されていません
でした。どうぞよろしくお願い致
します。

現在の日野市介護資格取得費補助金交付要綱上、「合格した国
家試験の試験日の属する年度の4月1日(介護技術講習の受講料
にあっては、当該年度の前々年度の4月1日)以後に支出したもの
に限るものとする。」と定められております。介護技術講習とは、
厚生労働大臣が指定した介護福祉士指定養成施設等の設置者
があらかじめ厚生労働大臣に届け出て実施するもので、●●カ
レッジでの講座は非該当です。上記要綱に例外規定がないた
め、令和4年度中に支払った費用は上記規定の対象外となります
(受験手数料等、令和5年度中に支払った費用については支給対
象となります)。当制度は平成30年度より実施しておりますが、今
回のようなケースを想定できておりませんでした。このことを踏ま
え、要綱改定につきまして他市要綱等の調査も含め、検討をして
いる段階です。改定内容については、今後、弊市法務部門等とも
調整が必要となりますので、現時点では方向性をお示しすること
ができませんが、改定に向けた取り組みを行っている旨をご報告
させていただきます。

介護保険課

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【日野市外の方の日野市の児
童館の利用について】

日野市へ遊びに来た際児童館
に行ったのですが、コロナ以降
日野市民しか遊べなくなってし
まったとのことです。今は政府か
らのコロナについての制限は解
除されているのですが今も制限
しているのは何故でしょうか。日
野市の児童館が良い所だと他
から来た人に知ってもらえれば
引っ越す人などもいたりするの
かなと思うのですが理由がある
のであれば教えて欲しいです。

日野市の児童館の利用につきましては、コロナ禍以前より日野
市立児童館条例にて日野市内に住所を有する、児童とその保護
者としております。限られた空間での児童の利用環境を確保する
ためです。(日野市にお住まいの児童と他市にお住まいの児童が
一緒に来館した場合など、例外的に児童に配慮した運用をする
ことがあります。)当市の児童館利用についてご理解の程よろしく
お願いいたします。

子育て課
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ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【保育園の利用規定について】

保育園の登園について、両親の
休みが完全に分かれている場
合、週4日が家庭保育となりま
す。しかし片親ずつの都合でみ
れば、毎週週5フルで仕事、休み
は保育となり、更に子どもを世話
しながらだと全ての動作に時間
がかかるため辛いものがありま
す。(両親とも平日5日仕事の家
庭は、週末の2日に両親揃って
いるため、家事と育児の分担や
親のレスパイトも可能ですが)。
共働きでないと生活しにくい現
代に於いて、子育てを楽しむ為
にも、時には週4-5預けられる態
勢に変えていただけないでしょう
か。現在周辺の市区町村では、
親が休みでも預けて良い場所が
多いように感じます。いつも保育
園にはとてもお世話になり、一
緒に沢山子育てに関わって頂き
とても感謝しています。更なる子
育てをしやすい環境や兄弟を産
むという選択肢を増やすため、
どうぞご検討頂けたら幸いで
す。

市のガイドラインなどのきまりがあると良いのですが、文章で明
確に記載しているものはありません。よって、保護者さまがお休
みの場合は必ずお休みしてくださいということは、保育課からは
民間保育施設に伝えていません。現在の子育て支援や多様な保
育ニーズにおいて、保育課としては、民間保育施設には「仕事が
休みの時には休んで！」という発信はせず、むしろ、保育園運営
として、保護者とのコミュニケーションをとりながら、平日の職員体
制が取れる状況であれば、お子さんを預かる方向の考え方でお
願いをしているところです。

保育課
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【教育部】 

 

 

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【日野市の財政について】

①給食費無償化について
市民として反対します。万が一
実行するならその財源はどうす
るのでしょうか？日野市は財政
破綻の市でありながら、他の自
治体と同じことをするのはありえ
ないと考えます。東京都が一斉
に無償化するなら別ですが、そ
れまで待っても良いと思う。給食
を食す児童生徒は必ずしも、未
来の日野市にととって有益な人
材とは限らない上に、給食を無
料にすることにより、益々残量
が増えた自治体もあります。現
在の日野市の学校の給食残量
も多いのが実態です。しかも、財
源のある23区も財源の捻出に
問題がでているのも事実です。
②無償化の財源は未来永劫続
くとは思えません。
③道路補修に財源を回すべきで
す。現に、新川崎街道は道路が
亀裂でいっぱいです。早く直して
ください。

①について（担当課：学務課）
学校給食費の無償化につきましては、すでに都内23区すべてで
実施されており、また、日野市を含む多摩26市においても、令和7
年1月以降、すべての自治体で実施される予定です。
日野市においては、居住する自治体によって教育格差が生じな
いようにすること、並びに子育て世帯の負担を軽減すること等を
目的に、令和7年1月から当面の間、市内小・中学校における給
食費を無償化することとしました。財源につきましては、東京都の
学校給食費に対する補助事業が拡充されたため、活用します。
（補助率7/8）最後に、給食の食べ残しについては、子どもたち
が、体験活動や生産者の方との交流を通じて、農業に対する理
解を深め、食べ物に対する感謝の気持ちをもつ機会を充実して
いきたく考えております。
②について（担当課：財政課）
ご指摘のとおり、都の財政支援が仮に無くなり、日野市のみで負
担することとなった場合は、公費で負担する制度の継続は困難と
なることは想定されるため、状況を注視してまいります。
③について（担当課：道路課）
令和5年度に市で管理する道路の舗装状況について調査を行
い、令和6年度に実施順位を定めた道路舗装補修計画を策定し、
令和7年度から計画に沿って10年間で整備を実施する予定です。
道路課で管理している新川崎街道の一部道路につきましても、計
画内で補修を実施する予定でございます。補修の実施までにお
時間を頂戴し、ご不便やご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

学務課ほか
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ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課

【日野●●中の学校給食時間
について】

日野●●中の保護者です。学校
給食時間の在り方について意見
があります。娘の話によると、給
食を食べる時間が短い日で10
分だそうです。10分だとまだ食
べたくても食べられず学校側の
指示で下げざるを得ないそうで
す。食べるのが遅いからいけな
いとしてよい問題なのでしょう
か？日野市は食育を推進してい
るようですが、それに逆行してい
ると思います。食べる意志があ
るのに食品ロスが発生してます
し、時間で食べ終わるべきだと
いう考えを通すと、流し込む様に
食べるのて、食べ物を喉に詰ま
らせる事故にも繋がります。そん
な事故が発生したら到底納得で
きません。よく噛んで完食するの
に適切な時間を確保させるべき
です。10分は適切な時間とはい
えないと思います。少なくとも20
分は必要なのではないでしょう
か？ご検討よろしくお願いしま
す。

日野市立学校は、各学校が、給食の時間をはじめ生活時程を設
定しています。日野市教育委員会事務局では、日野●●中学校
の管理職に対して、給食を食べる時間の十分な確保及び個別に
時間を調整することについて、指導・助言を行ってまいります。日
野市教育委員会では、いただいた御意見を参考に、様々な施策
を検討してまいります。引き続き日野市政への御理解・御協力の
ほど、よろしくお願い申し上げます。

教育指導課
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ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【図書返却ボックス設置につい
て】

以前住んでいた自治体では駅
前に図書返却ボックスが備え付
けられており、決して珍しい話で
はないかと思います。
①ゴミを入れられると言った問
題に関しては、例えば抑制の為
ハリボテの防犯カメラを備え付
けると言ったやり方もある様に
思います。
②多摩モノレールとの調整が必
要ではありますが、例えば●●
駅改札口近くに図書返却ボック
スを置く事で（おそらく防犯カメラ
が着いているので）、抑制できた
りしそうです。費用のことを言わ
れると苦しい所ではありますが、
経費削減案としては一日1回台
車で職員の方が回収、という所
でしょうか。
③台車を●●駅に置かせてい
ただくこと。
④職員の方が出勤時に本を回
収、と言うのも手かもしれませ
ん。いかがでしょうか。
ご意見賜れますと幸甚に存じま
す。今後、日野市がより栄えて
いく為にも効率よく市としての付
加価値の向上を高める様なこと
を実施・検討していただきたく
思っております。そうすることで
人口増加や税収の向上にも繋
がるのではないでしょうか。
できない、難しいと言う前提では
なく、どうすればできるのか、と
いった考え方で推進していただ
きたくよろしくお願い申し上げま
す。色々と横柄な物言いをして
いる様であれば大変申し訳あり
ませんが、今後とも何卒よろしく
お願い申し上げます。

①②どのような本を借りているかという情報は個人のプライバ
シーの中でも特に注意が必要なものですので、ごみの投入への
監視という理由だけで返却ポストを防犯カメラ下へ配置すること
には、図書館として困難と考えております。
③●●駅から●●図書館までは500ｍほどあり、台車での往復
等、作業時間として職員1名が1時間程度必要と想定されます。
現在の職員体制の中では困難であるとの判断となります。
④返却ポストの回収頻度を1日1回とした場合、返却手続きまでに
時間がかかること。次に予約のある方への提供が遅くなるという
点です。図書館へご返却頂きますと、夜間の返却でも翌日の午
後には次の予約の方へ本がご用意できます。本の回転率が下が
るというデメリットと利用者の方へご負担となっても図書館へ返却
頂くことで、より早く本を提供できるという効率性からも大きな課題
と捉えています。
ご提案を頂きながら否定的な回答しかできず、大変心苦しいとこ
ろでございますが、ご利用の皆様のご意見を伺いながらより良い
図書館運営に努めてまいります。今後ともお気づきの点等ござい
ましたらお気軽にご意見をお聞かせいただけましたら幸いです。

図書館
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【選挙管理委員会事務局】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【選挙公報が届かない】

今回の衆議院議員選挙の紙の
選挙公報が届きませんでした。
都知事選に続いて２回目なの
で、ちょっと改善していただきた
いなと思います。
①選挙公報が届かないという事
態になっているのは何故なので
しょう。
②選挙公報を郵送にしないのは
何故なのでしょう。

選挙公報がご自宅に届かなかったということで、ご迷惑をおかけ
し申し訳ございませんでした。
①選挙公報は、委託業者である●●より市内全戸配布を行って
おります。おそらく配布漏れにより、ご自宅に届かなかったと考え
られます。なお、配布漏れが生じている場合は、お手数ではござ
いますが、選挙管理委員会事務局へご連絡いただければ、●●
へ連絡を行ない、早急に配布を手配いたします。
②①で回答したとおり選挙公報は全戸配布という形を基本として
おりますが、配布漏れが生じてしまうこともございます。そのた
め、市内公共施設や期日前投票所へ選挙公報を設置させていた
だいております。
なお、選挙公報を設置している公共施設は市役所5階選挙管理
委員会事務局、市役所1階市民相談窓口、七生支所、七生公会
堂、豊田駅連絡所、市内各図書館となります。

選挙管理委員会
事務局

ご意見（要望） 回答内容（要旨） 担当課
【大学生の社会参加について】

市内一斉清掃のみならず、選管
が実施している学生向け事務体
験や投票立会人募集についても
情報がしっかりと学生に届いて
いないのが現状だと思いまし
た。学生は住民票を移していな
いケースも多く市役所などで接
触機会がないのも要因のひとつ
とは思いますが、何とか工夫し
て情報を届けてほしいです。

過去日野市近隣大学に対し、事務体験や投票立会人の募集に
あたり大学の協力をいただいておりました。しかし、コロナウイル
ス流行後、現在のような日野市公式ホームページや広報ひの、
選挙管理委員会事務局のXアカウントでの募集を行う形をとって
おります。
また、事務体験や投票立会人の募集につきましては、現在、大学
生の方だけでなく、18歳から29歳までの方を対象に募集を行って
おります。現在行っている募集方法だけではなく、若年層に対す
る周知方法を学生であるかを問わずに選挙管理委員会事務局
内で検討して参ります。

選挙管理委員会
事務局
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【市立病院】 
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